
      

広
島
県
立
も
み
の
き
森
林
公
園
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
四
年
十
二
月
二
十
三
日 

広
島
県
知
事 

湯 
 

﨑 
 

英 
 

彦 

広
島
県
条
例
第
四
十
六
号 

広
島
県
立
も
み
の
き
森
林
公
園
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

広
島
県
立
も
み
の
き
森
林
公
園
設
置
及
び
管
理
条
例
（
昭
和
五
十
九
年
広
島
県
条
例
第
二
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に

改
正
す
る
。 

改 

正 

後 
改 

正 

前 

 
 

（
位
置
等
） 

第
二
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

第
一
項
の
区
域
の
う
ち
、
知
事
が
別
に
定
め
る
区

域
に
つ
い
て
は
、
第
四
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
、
第

十
四
条
、
第
十
五
条
及
び
第
十
七
条
の
規
定
は
適
用

し
な
い
。 

 

別
表
第
一
（
第
五
条
関
係
） 

種 
 

類 

利 

用 

時 

間 

等 

利
用
時
間 

摘 
 
  

要 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

体
育
館 

（
略
） 

（
略
） 

テ
ニ
ス
コ
ー
ト 

八
時
か
ら
一

八
時
ま
で 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
    

   

 
   

 
 

  

  

 
    

 

 
 

 

（
位
置
等
） 

第
二
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

     

別
表
第
一
（
第
五
条
関
係
） 

種 
 

類 

利 

用 

時 

間 

等 

利
用
時
間 

摘 
 
  

要 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

体
育
館 

（
略
） 

（
略
） 

  
 

 

キ
ャ

ン
プ

場 

 

常
設
テ
ン 

ト 

一
四
時
か
ら

翌
日
の
一
四

時
ま
で 

一
九
時
ま
で
に

入
場
す
る
こ
と
。 

  

テ
ン
ト
サ 

イ
ト 

フ
ァ
イ
ヤ 

ー
サ
ー
ク 

ル 

一
六
時
か
ら

二
一
時
ま
で 

 
 
 
 
 
 

 

運
動

施
設 

 

テ
ニ
ス
コ 

ー
ト 

八
時
か
ら
一

八
時
ま
で 

 
 
 
 
 
 

 

運
動
広
場 

八
時
か
ら
一

八
時
ま
で 

四
分
の
一
以
上

専
用
し
て
利
用

す
る
場
合
に
限

る
。 

野
外
ス
テ
ー
ジ 

九
時
か
ら
二 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

（
略
） 

（
略
） 

(

略) 
サ
イ
ク
リ
ン
グ
ロ

ー
ド 

（
略
） 

（
略
） 

 
   

 

   

 
 

 
  

 

ア
ス
レ
チ
ッ
ク
コ

ー
ス 

（
略
） 
（
略
） 

   

 
   

         

 
     

    

  

 
     

 

別
表
第
二
（
第
九
条
関
係
） 

一 

（
略
） 

区 
 
 
 

分 

単 
 

位 

利
用
料
金
の
範

囲 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

体
育
館 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 
  

 
 

 

テ
ニ
ス
コ
ー
ト 

 

（
略

） 

（
略

） 

（
略
） 

（
略

） 

（
略
） 

 
 

 
     

     

 
 

 
 

 

 

一
時
ま
で 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

サ
イ
ク
リ
ン
グ
ロ

ー
ド 

（
略
） 

（
略
） 

キ
ャ
ン
プ
用
具 

一
四
時
か
ら

翌
日
の
一
四

時
ま
で 

 
 
 
 
 
 
 
 

ロ
ー
プ
塔 

八
時
三
〇
分

か
ら
一
七
時

ま
で 

 
 
 
 
 
 
 
 

自
転
車 

九
時
か
ら
一

七
時
ま
で 

 
 
 
 
 
 
 
 

ア
ス
レ
チ
ッ
ク
コ

ー
ス 

（
略
） 

（
略
） 

オ
ー

ト
キ

ャ
ン

プ
場 

 

宿
泊 

一
四
時
か
ら

翌
日
の
一
四

時
ま
で 

１ 

一
九
時
ま

で
に
入
場
す

る
こ
と
。 

２ 

利
用
期
間

は
、
四
月
一

日
か
ら
一
一

月
三
〇
日
ま

で
の
間
に
限

る
。 

一
時
使
用 

九
時
か
ら
一

七
時
ま
で 

利
用
期
間
は
、 

四
月
一
日
か
ら

一
一
月
三
〇
日

ま
で
の
間
に
限

る
。 

バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
広

場 

九
時
か
ら
一

七
時
ま
で 

利
用
期
間
は
、

四
月
一
日
か
ら

一
一
月
三
〇
日

ま
で
の
間
に
限

る
。 

 

別
表
第
二
（
第
九
条
関
係
） 

一 

（
略
） 

区 
 
 
 

分 

単 
 

位 

利
用
料
金
の
範

囲 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

体
育
館 

（
略
） 

（
略
） 

キ
ャ
ン

プ
場 

常
設
テ

ン
ト 

一
基
一
回

に
つ
き 

六
、
一
〇 

〇
円
以
内 

テ
ン
ト

サ
イ
ト 

一
箇
所
一

回
に
つ
き 

一
、
二
〇 

〇
円
以
内 

テ
ニ
ス

コ
ー
ト 

  

全
天
候

コ
ー
ト 

 

（
略

） 

（
略

） 

（
略
） 

（
略

） 

（
略
） 

ク
レ
ー

コ
ー
ト 

一
面

一
時

間
ま

で
ご

と
に 

宿
泊

所
に

宿
泊

す
る

者 

一
、
二
〇 

〇
円
以
内 

 
 

 

そ
の 

一
、
五
〇 



 
 

 
 

  

 
 

 
  

 
 

  
 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

 
  

 
        

 
        

 
 

  

 
  

芝
広
場
及
び
駐
車
場 

（
略
） 

（
略
） 

 

 

    
 

 
 

 

他
の

者 

〇
円
以
内 

運
動
広

場 

全
面 

 

一
時
間
ま

で
ご
と
に 

一
、
七
〇 

〇
円
以
内 

 

一
日 

九
、
一
〇 

〇
円
以
内 

 

分
割
（ 

二
分
の

一
） 

 

一
時
間
ま

で
ご
と
に 

七
七
〇
円
以
内 

 

一
日 

四
、
六
〇 

〇
円
以
内 

 

分
割
（ 

四
分
の

一
） 

一
時
間
ま

で
ご
と
に 

三
九
〇
円
以
内 

 

一
日 

二
、
四
〇 

〇
円
以
内 

 

入
場
料

有
料
で

興
行
を

す
る
た

め
に
専

用
使
用

す
る
場

合 

 
 
  
  
   

知
事
が
定
め
る 

額
と
す
る
。 

野
外
ス
テ
ー
ジ 

四
時
間
ま

で 

九
、
一
〇 

〇
円
以
内 

一
日 

一
三
、
六 

〇
〇
円
以
内 

芝
広
場
及
び
駐
車
場 
（
略
） 

（
略
） 

ロ
ー
プ
塔
そ
の
他
の

設
備 

 
 
 
 
 

実
費
を
基
準
と

し
て
知
事
が
定

め
る
範
囲
と
す

る
。 

 

 

備
考 

（
略
） 

 

二 

（
略
） 

区 
 
 
 

分 

単 
 

位 

利
用
料
金
の

範
囲 

ア
ス
レ
チ
ッ
ク
コ
ー

ス 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

芝
生
の
広
場
及
び
駐

車
場 

（
略
） 

（
略
） 

   
 

    

備
考 

（
略
） 

備
考 

（
略
） 

 

二 

（
略
） 

区 
 
 
 

分 

単 
 

位 

利
用
料
金
の

範
囲 

ア
ス
レ
チ
ッ
ク
コ
ー

ス 

（
略
） 

（
略
） 

オ
ー

ト
キ

ャ
ン

プ
場 

宿
泊 

常
設
テ

ン
ト 

一
箇
所
一
泊

に
つ
き 

一
〇
、
二 

〇
〇
円
以
内 

テ
ン
ト

サ
イ
ト 

一
箇
所
一
泊

に
つ
き 

五
、
三
〇 

〇
円
以
内 

一
時
使
用 

一
箇
所
一
回

に
つ
き 

三
、
九
〇 

〇
円
以
内 

バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
広
場 

一
箇
所
一
回

に
つ
き 

一
、
二
〇 

〇
円
以
内 

芝
生
の
広
場
及
び
駐

車
場 

（
略
） 

（
略
） 

電
源
コ
ン
セ
ン
ト
そ

の
他
の
設
備 

 
 
 
 
 
 

実
費
を
基
準

と
し
て
知
事

が
定
め
る
範

囲
と
す
る
。 

備
考 

（
略
） 

 
 



 
 
 

附 

則 

 
こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 


